
 

    宣言企業番号：第 401 号 

宣言日：令和 5 年 6 月 1 日  

（令和 8 年 5 月 20 日変更） 

しまねいきいき職場宣言 
 

           私たちは、魅力ある職場づくりに向けて以下の取組を実施します。 

✓宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

✓宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

✓宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

✓宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

✓宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

✓宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

 

        

   

 

  

 

＜現在取り組んでいること＞ 

・看護休暇・介護休暇の積極的な活用。 

・経営者と全労働者と定期的に面談の実施。 

・職員の定年は 65 歳 

 

＜今後取り組みたいこと＞ 

・ノー残業デーの設定、メリハリをつけた仕事の推奨 

・若い職員も活躍できる場所・学ぶ機会の設定 

「しまね働き方改革宣言」 

宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

）   

しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

 島 根 県 

（しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

我が社の取組内容 

大田市森林組合 

代表理事組合長 林 達夫 


